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〇形態
・現在の会社組織で農地の借入可能（所有不可）

〇主な要件等
・解除条件を貸借契約に附している

・地域の他の農業者と適切な役割分担の下、継続的・安定的に農業経営を行う

・役員又は重要な使用人（農場長等）の１人以上が農業に従事（営農計画等管理労働含む、

　原則年間 150日以上）

〇要件
１．法人形態
　  株式会社（非公開会社に限る）、持分会社（合同会社、合名会社、合資会社）又は農事組合法人
２．事業要件
　  売上高の過半が農業（販売・加工等を含む）
３．構成員（議決権）要件　
　  農業関係者※が総議決権の過半を占めること（持分会社であれば、農業関係者が総社員数の過半
　  を占めること）
　  ※【農業関係者】
　　  法人の行う農業に常時従事する個人、農地の権利を提供した個人、農作業を委託している
　　  個人、農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体※を通じて法人に農地を貸し付けて
　　  いる個人、地方公共団体・農協　等
     ※【農地利用集積円滑化団体】
　　  農地所有者から委任を受け、その者を代理して当該農地の売り渡しや貸付を行う事業（農
　　  地利用集積円滑化事業）などを行う団体。本県では主に農業協同組合が行っています。
４．役員要件　
　　⑴役員の過半が農業（販売・加工や営農計画の作成等含む）の常時従事者（原則年間150日以上）
　　⑵役員又は重要な使用人（農場長等）のうち、1人以上が農作業に従事（原則年間60日以上）

（注１）農地所有適格法人の要件は、農地の権利を取得した後も満たされていることが必要ですので、
　　   農地の権利取得後も毎事業年度の終了後３ケ月以内に、農業委員会へ「事業の状況等」を報告し
　　　なければならない。
（注２）教育、医療、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人（社会福祉法人・医療法人・
　　　学校法人・ＮＰＯ法人等）は、その法人の業務に必要と認められる場合については、農地の権
　　　利取得に際し、農地所有適格法人の要件を具備する必要がない。

〇形態
・現在の会社組織で農地以外の土地を使用して農業経営を行う(植物工場を建設等)

〇留意点等
・農地法の規制なし

〇形態
・現在の会社組織で農業者から農作業を受託する

〇留意点等
・農地法の規制なし
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